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第９回 雇用・人づくりワーキング・グループ 

  議事概要 

 

１．日時：令和３年３月31日（水）14:00～15:30 

２．場所：中央合同庁舎第８号館12階1224会議室 ※ZOOMによる開催 

３．出席者： 

（委  員）高橋進（議長代理）、大槻奈那（座長）、水町勇一郎（座長代理）、 

菅原晶子、中室牧子、夏野剛、 

（専門委員）宇佐川邦子、島田陽一 

（政  府）河野大臣、藤井副大臣 

（事 務 局）井上室長、彦谷次長、黒田次長、渡部次長、山西次長、赤坂企画官 

（説 明 者）厚生労働省 小林 大臣官房審議官（労働条件政策、賃金担当） 

厚生労働省 富田 大臣官房審議官（人材開発、雇用環境・均等担当） 

      厚生労働省 達谷窟 職業安定局高齢・障害者雇用開発審議官 

      厚生労働省 田村 労働基準局労働関係法課長 

 

４．議題： 

  （開会） 

   １．多様で主体的なキャリア形成等に向けた環境整備 

２．規制改革ホットライン処理方針について 

  （閉会） 

 

○赤坂企画官 それでは、時間となりましたので、第９回「規制改革推進会議 雇用・人

づくりワーキング・グループ」を開催いたします。 

 皆様方におかれましては、御多用中、御出席いただき、誠にありがとうございます。 

 本日は、オンライン会議となります。お手元に資料を御準備いただき御参加をお願いい

たします。 

 会議中は雑音が入らないよう、画面左下のマイクアイコンでミュートにしていただくよ

うお願いいたします。 

 御発言の際はミュートを解除して御発言いただき、御発言後は再度ミュートにしていた

だくよう御協力をお願いいたします。 

 本日は、河野大臣、藤井副大臣に御出席いただいております。なお、河野大臣は公務の

ため、途中で御退席される予定となっております。 

 また、本ワーキングの構成員に加えまして、高橋議長代理に御参加をいただいておりま

す。 

 なお、御手洗委員、石戸専門委員につきましては、本日御欠席となっております。 
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 それでは、御出席いただいております河野大臣から、まず御挨拶をいただきたいと思い

ます。 

 よろしくお願いいたします。 

○河野大臣 本日はお忙しい中、ワーキング・グループに御参加をいただきまして、誠に

ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 生産年齢人口がかなり急速なペースで減っていく中、生産性の向上のための労働者の能

力の向上はかなり喫緊の課題と言ってもいいと思います。日本は労働生産性が低い、主要

国の中でも下のほうと言われておりますけれども、その要因としてよく言われるのが、90

年代以降、企業による教育投資が横ばいあるいは低下して、人的資本形成が進んでいない

ということが指摘されてきていると思います。働き手自身が自らキャリア形成のために能

力向上に積極的に取り組んでいく、あるいはそれができる環境を整備するということも重

要だろうと思います。 

 諸外国、欧米などを見ても、フリーランスや非正規といった方が増える中で、企業に頼

らない教育訓練の環境あるいはチャンスを提供する、そういうことがしっかり行われてい

ると聞いております。ぜひ、日本の労働生産性を向上させるための具体的、また実効性の

ある対策あるいは制度改革をどうしたらいいのかについて、今日は厚労省、そして委員の

皆様に活発に御議論いただいて、速やかに何らかの結論を導いていただきたいと思ってい

るところでございます。 

 本日も、活発な御審議をどうぞよろしくお願いいたします。 

○赤坂企画官 ありがとうございました。 

 続いて、藤井副大臣より御挨拶をいただきたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

 いらっしゃらないようですので、それでは、審議のほうに進めさせていただきたいと思

います。 

 以後の議事進行につきましては、大槻座長のほうにお願いいたしたいと思います。 

 大槻座長、よろしくお願いいたします。 

○大槻座長 ありがとうございます。 

 それでは早速、議題１「多様で主体的なキャリア形成等に向けた環境整備」に移りたい

と思います。 

 本日は、厚生労働省さんにお越しいただいています。 

 また、水町座長代理、夏野委員、島田専門委員からも連名にて御提言をいただく予定で

す。 

 それでは、まず初めに厚生労働省より御説明いただきたいと思います。多様で主体的な

キャリア形成に関わる論点の一つとして、本日は、令和元年６月に閣議決定されましたジ

ョブ型正社員の雇用ルールの明確化の検討、及び令和２年７月に閣議決定されました雇用

ルール、無期転換ルールの周知等、ジョブ型正社員等に関わる厚生労働省の取組状況につ



3 

 

いてお伺いします。 

 本日は御説明者として、厚生労働省大臣官房審議官の小林洋子様、大臣官房審議官の富

田望様、職業安定局高齢・障害者雇用開発審議官の達谷窟庸野様、労働基準局労働関係法

課長の田村雅様にお越しいただいております。 

 それでは、恐縮ですが10分程度で御説明をお願いします。 

○小林大臣官房審議官（労働条件政策、賃金担当） 厚生労働省で審議官をしております

小林です。本日はよろしくお願いいたします。 

 それでは、資料１－１を御覧いただければと思います。 

 まず、１ページは先ほど座長からも御紹介がございました規制改革実施計画で、私ども

が宿題事項をもらっているものでございます。令和２年の閣議決定では無期転換ルールが

労働者に周知徹底されるような在り方を検討して、必要な措置を講ずるという宿題、その

下の令和元年６月は、ジョブ型正社員、勤務地限定や職務限定等の正社員の雇用ルールの

明確化を検討して、所要の措置を講ずるという宿題でございます。 

 ２ページは、まず無期転換ルールの労働者への周知徹底でございますけれども、四角囲

みの②に書いてございますが、令和２年12月に「無期転換ルールに対応するための取組支

援ワークブック」というものを公表しております。これは枠の外の左側に書いてございま

すけれども、無期転換ルールに対応した社内制度の整備や周知を支援するため、演習など

も交えながら取組を解説したものでございまして、このワークブックの中で、無期転換申

込権が発生したタイミングで、申込権発生の旨を企業が対象の有期契約社員に周知するこ

とというのが、労働者が申込権を行使することにつながる旨を記載してございます。これ

に関するデータを参考でございますけれども10ページにつけさせていただいております。 

 10ページは後で御覧いただければと思いますが、企業が丁寧に労働者に無期転換の申込

権を周知すればするほど申込権を行使するという状態にあるということが分かるグラフで

ございます。 

 ３ページは、一般的に無期転換ルールの周知啓発のための取組でございます。四角囲み

のところで書いてございますが、ポータルサイトの開設をしたり、セミナーの開催をした

り、広告用動画とか、あとはその下のほうですけれどもリスティング広告なども活用しな

がら周知を図っておるということでございます。 

 また、その下の②でございますけれども、モデル就業規則の作成、これは無期転換ルー

ル、あと多様な正社員関係のモデル就業規則というものをつくって、これも周知をしてお

るところでございます。 

 先ほどの取組は無期転換ルールの労働者への周知の話でございましたけれども、４ペー

ジは多様な正社員の雇用ルールの明確化の関係でございまして、四角の上のところでござ

います。これは従来から雇用管理上の留意事項を作成して、周知をしております。この中

身は労働者に限定的な労働条件が付されている場合の限定の内容の明示の仕方や、転換の

ときに留意すべきこと、また、事業所閉鎖や職務の廃止等の場合の対応で、どういうこと
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に留意しなければならないかというようなことを整理させていただいて、周知を図ってお

るところでございます。 

 その下のモデル就業規則等の周知は、先ほども申し上げましたけれども、無期転換ルー

ルと併せて多様な正社員関係のモデル就業規則も作成しておるということでございます。 

 ５ページは、多様化する労働契約のルールに関する検討会で検討を開始しているところ

でございます。 

 まず、開催要綱の趣旨のところでございますけれども、改正労働契約法の附則の中で、

改正労働契約法の施行が８年を経過した場合に、無期転換ルールについて検討するという

こととされてございます。 

 「また」以下でございますけれども、規制改革実施計画で多様な正社員の雇用ルールの

明確化について検討を開始するということとされております。 

 このような背景を踏まえまして、２番の検討事項でございますけれども、無期転換ルー

ルの見直しと多様な正社員の雇用ルールの明確化を検討していくということで、１つ飛ば

した四角の中で議論する主な論点がございますけれども、大きく２つに分かれてございま

して、まず、１番の無期転換ルール関係の（１）で無期転換を希望する労働者の転換申込

機会の確保という項目がございますけれども、この中で労働者に転換ルールをどのように

周知徹底できるかという方策を検討していくということでございます。 

 また、２番の多様な正社員関係の雇用ルールの明確化でございますが、これはまさに規

制改革実施計画のジョブ型正社員の雇用ルールの明確化で言われてございます職務、勤務

時間等の労働条件について、契約の締結時、変更の際に個々の労働者と事業者との間の書

面による確認が確実に行われるような方策について検討して、所要の措置を講ずるための

検討項目でございます。 

 開催実績でございますけれども、先般３月24日に第１回目を開催しまして、今後の予定

でございますけれども、関係者のヒアリング、また、今、別に実態調査をしておる最中で

ございます。その実態調査も検討会の中で公にした上で、それに基づいて上に書いており

ます論点を議論して、秋以降に取りまとめを行う予定でございます。 

 厚生労働省からは以上でございます。 

○大槻座長 ありがとうございました。 

 続きまして、水町座長代理、夏野委員、島田専門委員より御提言をお願いしたいと思い

ます。 

 まず、水町座長代理、10分程度で御説明をお願いします。 

○水町座長代理 ありがとうございます。 

 お手元の資料１－２で「社会環境の変化を踏まえたキャリア形成の強化と雇用関係制度

の見直しについて」と。これは、これまでのワーキングの方向性として議論されてきたこ

とを、私と島田先生と夏野先生で取りまとめたこれからの議論のたたき台という形でお示

しさせていただいたところになります。 
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 紙に書いてあることは読んでいただくことにして、重要なポイントだけ私なりの言葉で

説明させていただきますと、背景にある大きな課題は、先ほど河野大臣からもお話があり

ましたように、２個目の○、日本の雇用関係・制度の抱える課題という中で、従来は企業

内の内部労働市場の中でOJT（On-the-Job Training）という形で正社員中心の人材育成シ

ステムが取られてきたのですが、やはり90年代以降、グローバル化で技術や競争が非常に

激しく、速くなっていく中で、企業の中でのOJTが十分機能しなくなってきて、かつ、人材

投資も量的にも減ってきたという中で、90年代以降の日本の先進諸国と比べた場合の生産

性の低下や経済停滞の大きな要因になってきているのではないか。 

 そこで、今回の一番の課題は、大臣もおっしゃったように、キャリア形成、人材育成を

これからの社会の変化に対応するような形でどう促していくか。特にグローバル化、高速

化だけではなくて、デジタル化やプラットフォーム化というように、ここ10年ぐらいの間

にビジネスモデルとか就業形態が諸外国でも大きく変化してきて、重要な課題だと言われ

ている中で、世界的な課題になりつつある人材育成を日本でどうしていくか。特に日本で

は、従来型の企業内の正社員中心の人材育成システムに引きずられて、この変化への対応

がうまくできていないのではないか。世界の先進諸国と比べてみても、その課題は非常に

深刻ではないか。 

 ただし、注意すべきポイントが２つありまして、１つは、雇用システムの選択自体は法

律で強制すべきものなのか。例えば今、ジョブ型とかメンバーシップ型という話もありま

すし、もうちょっと言うと、育成という観点から言えば、企業内で長期的に人材育成をす

るか、それとも外部からの人材調達を中心とするような雇用システムにするか。これは法

律でどの企業もああしなさい、こうしなさいというふうに強制できるようなタイプのもの

ではないので、雇用システムの選択自体は、厳しい競争環境の中で、それぞれの企業や労

使の創意工夫の中で取り組んでいただくものではないかというのが１つ。 

 もう一つのポイントとしては、では法律や政策の役割は何かというと、基本的に重要な

のは、多様な選択肢をきちんと受け入れられるようにする。多様な選択肢を受け入れなが

ら、変化への対応をサポートするようなシステムに変えていくということが必要なのでは

ないか。 

 特に、日本のこれまでの既存の制度は旧来の日本的な慣行やしがらみにとらわれて、現

在の実態とか将来に向けた変化に対応できないものになっているという側面がありますし、

そうだとすると、そういう旧来の慣行に基づいた日本的な慣行とか日本的な制度を基本的

に見直していくということが我々の規制改革推進会議雇用・人づくりワーキングの大きな

課題なのではないか。 

 これは１枚目に書いてあることを大体私の言葉で説明させていただきました。 

 ２枚目、３枚目は具体的な課題です。 

 政策の方向性として大きく３つ。１つ目が（１）、これは社会や市場の急速な変化に対

応するための人材育成、教育訓練の機会をどのように提供していくか。そのうち１つがま
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ず人生100年時代の中で、１つの能力とか１つの専門性だけでずっとキャリアを続けると

いうことが諸外国でも非常に難しくなってきていますので、キャリアの途中でいかに学び

直して、キャリアの転換を図っていくか。そのための基盤として、ここではリカレント教

育と書いてありますが、このリカレント教育をどのように行っていくのか。実態に合った

ような形で、これを政策的に促すというのが①の中に書いてあるポイントです。 

 さらに、先ほど河野大臣からもお話がありましたように、これまでの日本の教育訓練シ

ステムや制度は正社員を中心としたものとして出来上がっている。具体的に言うと、今、

世界的に非正規とかフリーランスが増えていく中で、日本の既存の教育訓練に関する制度

は雇用保険にひもづけられたものになっている。雇用保険のお金を使って、雇用保険の制

度なので、雇用保険に入っていた人は使えるけれども、雇用保険に入っていなかった人は

使えなかったり、フリーランスでも求職者支援制度は使えるのですが、これは要はフリー

ランスの人が雇用を目指して求職活動をする、雇用労働者になるということで求職活動を

していて初めて使えるものなので、フリーランスの人がフリーランスとして働き続けて、

キャリア転換を図るというときに使えるかというと、使えないものになっているので、そ

ういう制度全体のこれまでの在り方自体を例えばどうやって適用対象を拡充していったり、

メニューを多様なものにしていって、それぞれの状況の人が利用できるような制度にして

いく。多様性とか変化への対応として、どうつくり直していくかというのがここでの課題

になります。 

 ２つ目、（２）柔軟なキャリア形成のための自律的・主体的なキャリア形成。これも先

ほど大臣からありましたが、これまでのシステムは特に企業の中で、企業の中のニーズに

合わせた教育訓練でした。国が制度をつくって、その制度に乗って教育訓練をするという

ことでしたが、企業や国におんぶにだっこされてキャリア形成を図るのではなくて、それ

ぞれの人が個人として自分のキャリア形成を主体的に考えて、選択できるようなインフラ

を整備することが重要だと。 

 今、デジタル化とか社会変化と言われていて、個人の時代、個人の時代と言われていま

すが、果たして個人が自分の情報と能力と資力でキャリア形成できるかというと、やはり

個人は能力や資力、情報面で限界があるというのは昔とそんなに変わっていない中で、そ

の個人が自律的・主体的にキャリア形成をこうしたいというふうに思ったときに、その選

択肢をきちんと提示できるか。場合によっては企業が提示する場合もあるかもしれません

し、企業の中では十分に提示できないという場合には、自治体とか国がどのような形で教

育訓練の選択肢をインフラとして整備して提供していくか。 

 具体的な課題としては、そこでガイドラインの策定を行ったり、キャリアコンサルタン

トによるサポートをもっとできるようにしていったり、現場ではなかなか使いにくいと言

われているジョブカードの見直しを行ったり、さらには教育訓練休暇制度。例えばフラン

ス等では、有給の教育訓練制度が認められて法制化されていますが、日本でも、教育訓練

のための休暇等の整備を図っていくということが考えられるかもしれません。 



7 

 

 ３枚目に行って②ですが、雇用の面でもキャリア転換を図るための工夫があり得るので

はないか。例えば在籍型出向とか兼業・副業などがその選択肢として考えられるのですが、

これは何かというと、キャリア転換のための健全な選択肢、キャリアの途中でもトライア

ルができる。雇用とか待遇を失うことなく、もっと別のところで試してみる。外国でも雇

用転換のときにトライアル制度、入職のときだけではなくて、雇用を維持しながらトライ

アルするという制度化が進められていますが、その日本的なキャリアの途中での健全な選

択肢として、例えば今、兼業・副業の推進ということが行われていますし、在籍型出向と

いうのもそのポイントになるかもしれませんし、④のところでも書いている、それを仲介

する雇用仲介事業のマッチング機能を強化するというマーケットの力も使いながら、健全

な形で雇用を失ったり、失業者を増やすことなくキャリア転換をしていくための選択肢を

雇用の面でも整備していくことが必要なのではないか。 

 その中で③として、フリーランスと例えば雇用の中の正社員との間の社会保障格差も顕

在化していますので、それについても併せて検討する。これは恐らくこの後島田先生から

お話があるかと思います。 

 もう一個だけ、（３）時間で測ることを原則とする制度など雇用関係制度の見直し。実

は私が専門としている労働法の分野で見ると、一個一個の制度とか法律の内容が非常に複

雑で分かりにくい。非常に複雑で分かりにくくなっているがゆえに、変化にうまく対応で

きないということがしばしば見られます。その１つの大きな例として、労働時間法制があ

るわけですが、変化がこれほど大きくなって、速くなっていく中で、労働法制自体も見直

して、実態や変化に対応できるものにつくり直していく。これは簡単に明日から、来年か

らすぐにできるというタイプのものではありませんが、長い目で見ながら、どういう方向

で見直していくかということを検討していくことも重要なのではないかということがそこ

に書かれています。これは夏野委員のほうから、これから補充をしていただけるものだと

思います。 

 私のほうからは以上です。 

○大槻座長 ありがとうございました。 

 それでは、続きまして夏野委員よりお願いします。５分程度でお願いします。 

○夏野委員 今、水町先生のほうからは、特に（３）時間で測ることを原則とする制度な

ど雇用関係制度の見直しについてです。基本的に、今の労働関係法制というのは全て労働

時間というものを基本として行っているわけなのですけれども、もう今の時代、同じ人、

同じようなスペックを持っているような人でも、同じ時間数で同じようなアウトプットが

出てくるかというと全く違っていて、適正及び能力あるいは感覚といったいろいろな個性

によって全く違うアウトプットが出てくるにもかかわらず、同じような時間という縛りで

やられていることが、日本の生産性を上げにくくする最も大きなファクターの一つではな

いかと思っています。 

 特に兼業とか副業とか、今、前段で水町先生のほうからもお話があった、これから完全
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な転職ということではない形でいろいろなキャリア開発を行っていくということが現状で

すごく求められているのにもかかわらず、例えば兼業した場合に、本業の元がちゃんと兼

業先の労働時間を把握しなければいけないとか、あるいは、時間をある程度超えたときに

は時間外手当をどうするのか。スムーズなキャリアデベロップメントという観点から言う

と、非常に大きな障害になっていることは完全に顕在化していると思うのです。 

 一方、時間の関係でやっていることにおいて、経営者の側も、この縛りがあるからとい

う理由で経営改革とかいろいろなことに踏み切らない一つの理由になっているのが、やは

り時間というものを原則とする制度だと思います。 

 そういうことで、まずは例外的に例えば裁量労働制とか、それから今、水町先生が言わ

れたように、中長期的に見ると、全ての労働法制が時間を原則としているものをどういう

ふうに改変していったほうがいいのかということについても速やかに議論を始めていただ

いて、できるだけ早く、新しい時代に即した雇用関係制度の検討を進め、そしてその導入

を行っていただきたいというのがここの補足でございます。 

 以上でございます。 

○大槻座長 ありがとうございました。 

 続きまして、島田専門委員よりお願いします。５分程度でよろしくお願いします。 

○島田専門委員 ありがとうございます。 

 私のほうからは、水町先生のほうで御紹介のあった具体的なところの２の（１）②と、

（２）の一部について補足させていただきたいと思います。 

 まず、私たちの考えている基本的なところとして、かつて様々な労働政策、今日の厚労

省様からの御報告にもあったように、いわゆる正規、非正規、正社員、非正社員との格差

については、まだまだ課題はありながらも、かなりいろいろな問題をやってきた。今回コ

ロナの状況の中で、それを超えたフリーランスの方々が非常に影響を受けるということが

明らかになったのではないかと思います。 

 このフリーランスの方々の働き方を今後の社会の中でどう位置づけていくのかというこ

となのですが、ほかの国の状況なんかを見ても、いわゆる雇用関係だけではなくて、こう

いう働き方がデジタル社会の中で大きな役割を果たすということをある程度前提として考

えられてきているように思います。 

 そのことを踏まえたときに、そこに必要なある程度の保護といいますかセーフティーネ

ットを考えていかなければならないということになると思います。 

 非正規については、特に労働保険、雇用保険の対象拡大ということで、相当程度カバー

領域を広げていただいたということがあると思います。失業補償を受けられないところで

も、求職者支援法のような対応ができたと思うのですが、ここは、こういう考え方をフリ

ーランスも含めた就労者という考え方の中に広げていく必要があるのではないかというこ

とであります。 

 そうなってくると、先ほど水町委員から御紹介のあったように、様々な給付を雇用保険
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とだけ結びつけているというやり方はどうしても限界がある。今回のコロナの中でもその

ことは明らかになったわけです。緊急措置ということでやりましたけれども、こうしたこ

とを働き方にかかわらず選択肢を用意するという観点から、どうやって用意をしていくの

かということは一つ重要なのではないか。 

 職業能力開発促進法で言われている職業生活設計、キャリアデザインというのは大変重

要な概念だと思いますが、仕方がないのですが、これもあくまでもこれまでの流れで労働

者となっているのですが、ここをもう少し枠組みを広げたときに、我々は何をしていかな

ければならないのかということを考える必要があるのではないかということであります。 

 もう一点は、フリーランスと労働者との社会保障格差というような部分です。ここをど

う考えていくのか。フリーランスというのも今後の中で必要性がある。しかし、構造的に

はどうしても法の対象とせざるを得ないということを考えると、この格差を是正していく

必要がある。その場合には、労働保険だけではなくて、社会保険全般について見通してい

く必要があるのではないかということですので、私が申し上げたのはやや中長期的な検討

かもしれませんが、当面の手当てとともに、基本的に労働者を超えた就労者ということを

前提とした雇用社会保障政策を早急にお考えいただきたいというのが私からの補足でござ

います。 

 以上でございます。 

○大槻座長 ありがとうございました。 

 ここで、藤井副大臣が来られましたので、よろしければ一言御挨拶を頂戴できますでし

ょうか。 

○藤井副大臣 遅くなりましてすみません。ありがとうございます。 

 今日も雇用・人づくりワーキング・グループということで、主体的なキャリア形成に向

けた環境整備といったところについて、ぜひとも前向きな議論をしていただければと思い

ます。やはり人あっての日本でございますので、どうかよろしくお願いいたします。 

 ありがとうございます。 

○大槻座長 ありがとうございました。 

 それでは、議論のほうに移りたいと思いますが、まずは御提案の内容についてというこ

とで、委員の間で御議論いただきたいと思います。 

 恐縮ですが、いつもどおり円滑かつ充実した質疑のために、簡潔にお願いできればと思

います。 

 では、御発言のある方については、挙手機能のほうでいただければと思います。いかが

でしょうか。 

 １点、私のほうから水町先生に御質問でありますが、御提言の（３）の①でいただいて

いる労働法制全般について包括的に議論というところですが、繰り返しになるところもあ

るかもしれませんが、今の時点で特に重点的に前に進めるべき点の辺りついて、補足や付

け足しがあればお願いできますでしょうか。 
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○水町座長代理 ありがとうございます。 

 この後、厚生労働省さんからもお話があるかもしれませんが、裁量労働制について見直

すという話があります。例えば裁量労働制の中でも、企画業務型裁量労働制というのと専

門業務型裁量労働制があって、同じく裁量労働制なのですが、中身がやや違うものになっ

ていて、規制の内容が違うものになっているので、どちらのほうが使いやすい、使いにく

い、どちらが厳しい、厳しくないということが実はあります。 

 それと、高度プロフェッショナルというのが前の国会で働き方改革の中で制度化されま

したが、では、高度プロフェッショナルと裁量労働制はどう違うのか、違わないのかとい

うのも制度的にかなり複雑なものになって、今、高度プロフェッショナルが導入されてみ

たものの、あまり利用率が上がってない状況になっています。 

 その延長線上で、実は一番の問題が管理監督者を含める適用除外というのが別にありま

して、実は適用除外は労働基準法ができて以来ほとんど手つかずの状況で、ある意味では

無法地帯みたいなものになっていまして、裁量労働は後からできたもので、非常に細かい

議論で、細かい複雑な制度になっていますが、その適用除外制度と裁量労働制度のバラン

スが非常に悪くなっている。制度のつくりとしていびつなものになっているので、全体と

してここで時間で測らなければいけない制度設計がどれくらい必要なのか。 

 逆に言うと、時間で測るよりも健康確保は大切なので、健康確保をちゃんとすれば、成

果について時間でひもづけて制度の運用をするとかということが必ずしも必要ないところ

がどれくらいあるのかというときの制度設計の中で、時間を外すときに健康確保をどう入

れるのか。時間を外すときの外し方として、適用除外制度でいいのか、それとも裁量労働

制度なのか、高度プロフェッショナルなのか、それぞれ別の時期にばらばらにできていて

非常にいびつになっているので、検討自体としては、この全体を見ながら、全体としてど

うバランスのいい、分かりやすい制度にしていくかというのが大きな課題だと思います。 

 以上です。 

○大槻座長 ありがとうございました。 

 あとお二方から、何か補足でございますでしょうか。 

 では、高橋さんから挙手がありますので、高橋さん、お願いします。 

○高橋議長代理 水町委員にお伺いしますけれども、（１）でリカレントとくくっておっ

しゃいましたけれども、今日の議論の中で、フリーランサーあるいは非正規のキャリア形

成とか職業訓練が１つのテーマになることは間違いないわけですが、一方で、いわゆるリ

カレントですね。みんな高齢者予備軍ですから、人生100年時代にリカレント教育のシステ

ムをどうつくっていくかというところがある意味で抜本的な改革の核になるのだと思うの

ですけれども、この辺について少し具体的なお考えというか、どういうふうにお考えなの

か、聞かせていただければと思います。 

○大槻座長 では、水町さんからお願いします。 

○水町座長代理 ありがとうございます。 
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 人生100年時代なので、例えば学校で10代、20代の初めに勉強したことが60代、70代まで

ずっと使えるかという中で、今、定年後再雇用の50代後半から60代になったところで今後

どうしようかというキャリアの見直しが棚卸しで行われていますが、この前、ここの中で

も議論がありましたように、それは50代後半、60代で初めてやるようなものではなくて、

場合によっては30代、40代からキャリアをもう一回見直すとか、セカンドキャリアを考え

るとか、これは実態に応じてどういうふうに変えていくか。 

 実はこれは外国でも非常に難しいところで、座学とか学校に通って勉強できるところと、

実際にほかのところに行って、トライアルで仕事をしながら学ぶべきところとあって、こ

れは多分融合してやっていかなければいけないということなので、政府としてどこまでや

るかというときに、例えばオンライン等を利用しながら教育のメニューを提供したり、み

んなが自由にいろいろなものを勉強できるという座学とか講座みたいなものの勉強の機会

の提供を民間と協力しながら一方でやっていくということは必要だと思います。 

 外国でもう一個行われているのはトライアルなのです。日本で言うと出向みたいなもの

かもしれませんし、解雇、失業にならないような形で、兼業・副業とか出向とかという形

でほかの会社で働いてみて、うまくいけばそっちに変わるとか、うまくいかない場合には

元のところに戻って、元のところでもう一遍キャリアの見直しを図るとか、そういう選択

肢を結びつけながら、30代、40代に限っているわけではなくて、自分が持っていた技能が

陳腐化したときに新しいキャリアにどう移っていくかということは常に問題になっている

ので、特にヨーロッパなんかは学校で勉強したことを中心にやってきて、途中で陳腐化す

るということが頻繁に起こっている中で、どうやってもう一遍訓練をして、次につなげて

いくかということが、これまでの経験としてもう10年、20年蓄積があるので、そういうこ

とを日本でも座学と実際の働いた中でのトライアルを結びつけながらやっていく。 

 その中で今、キャリアコンサルタントをもう少し充実させて、サポートシステムでガイ

ドラインをつくって、そういう道を政府としても見えるような形にしてあげましょうとい

う取組もあるかもしれませんし、そこら辺が２の（１）と（２）みたいなものを結びつけ

ながらやっていくということになるのではないかと私は思っています。 

○高橋議長代理 ありがとうございます。 

 トライアルだとかということになると、当然、日本の企業あるいは経済団体の関与が必

要になってくるのだろうと思いますが、一方で、人生100年時代だとかというところでリカ

レントの議論をしたときに、受け手として大学とか民間の教育機関の問題というのもあっ

たと思うのです。特に日本の場合は大学が受け皿になっていない。実践的教育ができない

とか、マッチングができないとかという問題が当時指摘されたように思うのですが、その

辺も含めて、誰が担い手になっていくのかということについてはいかがでしょうか。 

○水町座長代理 これは全て役割分担で、大学だけで全部やれと言っても恐らく無理なの

で、大学で提供すべき知識とか経験とか技術のメニューと、あとは実際、現場でやるとい

うことのメニューの組合せだと思うのですが、やはり諸外国でうまくいっているところは、
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労使団体が結構自分たちで組織して、メニューを提供して、労使で集めたお金を使ってや

っていて、そのときに例えば政府の力を借りたり、大学のメニューを借りたりしながらや

っている。 

 日本は企業別組合で、企業の中には労使はありますが、産業別とか全国レベルで労使が

話し合ってファンドをつくって、こういう産業転換をしていきましょうというのが必ずし

も今、十分に行われていない状況の中で、これは恐らく労使にやってくださいと言っても

なかなか難しいので、政府が工夫して、そういう場をつくってあげて、そういう土台をつ

くりながら、労使の主体性を生かしてそういうサポートをしていくということも、諸外国

を見ると、日本のこれからの重要な課題の一つになるかなとは思います。 

○高橋議長代理 人生100年時代でリカレント教育の重要性が指摘されて、もうしばらく

たっているわけですけれども、そういう新しい時代の中で、実際に政府は今、リカレント

の充実に向けて具体的な動きをしているのでしょうか。まさにこの提言のとおり進んでい

くといいと思うのですが、現時点での政府の動きを水町さん自身はどう評価しておられる

のか、そこをお願いします。 

○水町座長代理 制度としてのハードはあって、いろいろなことが言われていますが、や

はりソフトが整っていないのだと思います。ソフトの整え方が今はまだ十分分かっていな

い。 

 人づくりと雇用で同じワーキングの中で議論をしたところで、これまでやってきた中で

学校教育についてはある程度メニューで、オンラインを使ってこうやっていこうというソ

フトがある程度目に見えるようになってきてはいるのですが、仕事の雇用の現場でこうい

うソフトで、こういうのをやったら次の転職がうまくいくよねというのが、経産省も文科

省も厚生労働省も含めて工夫してやろうとしているけれども、ソフト開発がなかなか難し

いというところがあるのではないかと思います。 

 ただ、これは何か万能の薬があるわけではないので、きちんとした役割分担とか外国の

制度を見ながら、どうやって工夫して、組み合わせてつくっていくかというのを本気でや

らなければいけなくて、そのための環境とか制度、ハードとしてやれるような制度をやり

ながら、ソフト開発を並行して、民間の力も借りながらやっていくということ。大きな目

標をつくって、その中で総合的に局とか課のしがらみを解きながら、大きく進めていくと

いうような部隊をつくって進めていくことが必要かなと思います。 

○高橋議長代理 ありがとうございました。 

○大槻座長 ありがとうございます。 

 では、島田さん、お願いします。 

○島田専門委員 ありがとうございます。 

 補足だけなのですが、先ほどのリカレントと関連していく中で、もう一方、若い世代で

も、起業なんかについてのチャレンジも、国によっては起業休暇というのを２年とか３年

とか保証して、失敗したら戻れる。それは比較的ワークしているのだなというようなお話
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もあったという点です。補足だけです。 

○大槻座長 ありがとうございます。 

 ちなみに、今最後におっしゃっていただいた起業休暇のコストというか補償はどこから

出ているのですか。 

○島田専門委員 これは休暇を取っても有給ではないので、無償です。 

○大槻座長 なるほど。では、その間は失業保険。 

○島田専門委員 要するに、失敗した場合に戻れるという保証がある。そんなことだから

駄目なんだという声もある一方、フランスで聞いたのですが、それは比較的機能している

のだというふうには聞いております。 

○大槻座長 ありがとうございました。 

 ほかにどなたか御質問、御指摘等ありますでしょうか。 

 では、高橋さん、もう一度お願いします。 

○高橋議長代理 ありがとうございました。 

 島田先生にお伺いしたいのですが、いわゆる雇用保険でセーフティーネットが期待でき

る層とそうではない層があった場合に、例えばフリーランスは期待できないと。そういう

ときに、やはり雇用保険の外から財源を持ってこないといけないと思いますが、諸外国な

んかは雇用保険の外から支援をしている、財源を使ってやっているという理解でよろしい

のでしょうか。 

○島田専門委員 フリーランスに対するものとしては、そんなに一般的にやっているもの

ではないと思うのです。ですから、財源としては一般財源ということもあるのでしょうが、

ただ、今後、社会全体をどういう仕組みの中で考えていくかというときに、一般財源だけ

ではなくて、一定、企業も全体としては受益をしているというような観点から、基金化を

していくとか、そういう方向も含めて考える必要があるのではないか。いわゆる労働保険

みたいなシステムだけでは難しいのではないかなと思っています。 

○大槻座長 よろしいでしょうか。 

 それでは、厚生労働省さんより御意見をいただきたいと思います。 

 本日の提言や議論を踏まえまして、厚生労働省さんとして今後の労働政策等の在り方に

ついてお考えをお聞かせいただければと思います。 

○富田大臣官房審議官（人材開発、雇用環境・均等担当） 総論的に申し上げまして、個

別にこれはどうだということは、必要があれば、御質問があればお答えするというふうに

させていただきたいと思いますけれども、水町先生、島田先生、夏野先生に御提言いただ

きましたペーパーの背景については認識を共有しているところでございまして、やはり人

生100年時代、あるいは技術の進歩がすごく速いという時代の中で、今の日本の雇用システ

ムが対応していけるのかという点については、同じような問題意識を持っております。 

 それに対応するものとして、こちらのペーパーでありますのは、リカレント教育とか労

働者の自律的なキャリア形成ということを御提言いただいていると思いますけれども、そ
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ういった意味についても、方向性については私どもも認識は共有しているところでござい

ます。ただ、各論でどのように進めていけばいいのかという点については、先生方の御意

見も踏まえながら、私どもとしても検討していきたいということでございます。 

 少しだけ具体的に申し上げますと、先ほどリカレント教育が我が国で進んでるのかとい

う点について、高橋委員からの御指摘もありました。これは高橋委員も御案内だと思いま

すが、例えば政府で人生100年時代構想会議などというようなものもありましたけれども、

やはりこれが人生100年時代を考えたときには重要な課題であるということで政府のほう

からも提言をいただいておりまして、私どもにおいては、リカレント等に対する支援策を

強化しているということでございまして、ここにも書いておりますけれども、例えば教育

訓練休暇制度というものを充実したりとか、あるいは企業に対しての助成金を充実したり

とか、個別には行っておるところでございますが、課題としてありますのは、それぞれの

制度はあるけれども、果たして体系化されているのだろうか。企業の人材投資が少ないと

いう御指摘もございましたけれども、その観点で、企業の皆さんが十分にそれを御理解し

て、投資をいただくような体制になっているのか、企業の支援策をうまく使ってやってい

ただけるのかというようなことについては、ここでも御提言があったと思いますが、私ど

もとしても受け止めて、私どもに何ができるのかというのは考えていきたいということだ

ろうと思います。 

 それから、非正規雇用労働者の問題については御指摘のとおりでございまして、先般、

政府の雇用パッケージとかも出しましたが、求職者支援訓練制度を、特例などを講じるこ

とによって漏れることがないようにやっているところでございますし、フリーランスの問

題については、多様な集団でございますので、こういうことをやったらいいのかというこ

とは難しいところでございますけれども、これは内閣官房さんが中心になって、とにかく

個人で契約するときに物すごく弱い立場になっているというようなことで、契約の明確化

とかを中心にしたガイドライン、中には労働者と見違うような場合もございますので、そ

ういった課題については、こういう場合に労働者になるよということを明確にしたような

ガイドラインを提示して、まずはそれを周知していくことが重要なのかなということを思

っております。 

 私からは以上でございます。 

○大槻座長 ありがとうございました。 

 では、討議のほうに移りたいと思いますので、委員の皆さん、御意見、御質問等がある

方は挙手機能でお願いいたします。 

 では、１点教えていただきたいのですけれども、先ほど来のリカレントなのですが、確

かに教育のし直しというのが非常に重要だと思うのですけれども、重要だと言われつつ全

然変わらない。企業の側から見ると、それはそうだろうと思わなくもないところです。と

いうのは、短期的にはロスですよね。外に対して教育に出してしまう。それもキャリアを

形成し、変えていくぐらい徹底したものをやろうとすると、それが長期に及ぶこともあっ
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て、そういったことをどうしても短期的な視点で経営しなければいけない民間企業に対し

て、「できますよ、制度があるんですよ」と言うだけだと、国としての最適化が図られる

ような形でリカレントが進まないのではないかと思います。何かもう少し強力に企業を説

得するような、納得して教育を進めてもらえるような制度的な手当てというのはあり得な

いのでしょうかというのが１点です。 

 それから、リカレント休暇の話なのですけれども、フリーランスにとっては教育を受け

ている間というのは何も生まない期間になり、生活に関わってしまうということでありま

して、リカレントなどを受けるというのはますます難しい選択になっているのだと思いま

す。その辺りの点についても何かもう少し制度的な手当てというのはあり得ないのでしょ

うか。 

 これは厚生労働省さんにお願いできればと思います。 

○富田大臣官房審議官（人材開発、雇用環境・均等担当） 座長から２点いただきまして、

１点目は、教育訓練休暇が一つの例示だと思うのですけれども、長期間抜けてしまうとコ

ストとなってしまうということが挙げられていたのではないかと思います。そこはまさし

くおっしゃるとおりでございまして、私どもが出しています教育訓練休暇制度の助成金が

あるのですが、長期になればなるほど取得率が低いというようなことがございまして、一

方で、短期のほうは結構取っていただいたりしていますので、そこは企業からすると優秀

な人材こそ長期に休まれると困るということもあったりするので、そこはどうやって企業

の皆さんに御理解を求めるかが難しい。 

 一方、在職者に対する支援というのはポイントとしてあるのかなということは思ってお

りまして、在職者の方が、こういうことがいいよというようなことを理解いただくのに、

キャリアコンサルティングでこういうことをやったほうがいいのではないですかという助

言をすると、自主的にそういうことを学ぶことができたりもしますし、企業の担当者にも

御理解いただくということが一つ考えられるかなと。これは先生方の御意見もいただきな

がら、私どももまた深めていきたいと思います。 

 フリーランスについて、おっしゃるところは分かりまして、ただ、先ほども申し上げま

したがフリーランスは非常に多様な集団でございまして、今回確かに一部の業界の方につ

いては厳しい状況にある一方で、中には本当に個人事業主として非常に頑張っておられる

方もおられるということでございます。 

 ここは個人事業主ということでございますので、例えば経産省さんが持続化給付金とか、

今、いろいろなものを支援されたりしておりまして、どういう形がいいのかというのは政

府全体としても考えなければいけない事項でございますので、フリーランス対策というの

は、そういう政府の中の全体の議論の中で考えていく事項かなと思っております。 

○大槻座長 ありがとうございます。 

 高橋さん、お願いします。 

○高橋議長代理 厚労省さんにお伺いしますが、今回、求職者支援訓練制度を特例という
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ことで、コロナ対策として実施していただいておりますけれども、そもそもこの制度は利

用率が低くて、学ぶか働くか、収入面でトレードオフがあってなかなか使いづらいのでは

ないかと思います。コロナは特例ですけれども、今後、コロナの後、これをさらに充実さ

せていく、特例をそのまま続けるということを含めて、どうお考えなのか。 

 そのときには、まさに保険の中でやるのか、それとも一般財源をつぎ込むのか、保険の

在り方を変えるのか。先ほどお話があったように幾つかの選択肢があると思いますが、そ

れについてどうお考えなのか。 

 ３点目がフリーランス問題ですけれども、規制改革推進会議のほかのワーキングでも結

構出ているのですが、個人事業主に近いとはいえ、一方で、雇用に類似した関係にもある

のではないか。例えば、荷物を運ぶラストワンマイルを担っている自営業者さんや個人、

あるいはウーバーイーツなんかを担っている若者もそうだと思いますけれども、雇われて

いる関係に近いような人たちもいる、あるいはそういう人たちが極めて弱い立場にあった

り、いろいろなしわ寄せを受けているということまで考えると、これは内閣官房や経産省

で検討することでもありますけれども、しかし私は厚労省プロパーの問題として考えなく

てはいけない話ではないかと思います。 

 そういう意味で、ちょっとお話を伺っていると、フリーランス問題は厚労省の問題では

ない、他人事のように思えるのですが、そうではないのではないかということ。これはコ

メントになりますので、最初の２点についてお答えいただければと思います。 

○大槻座長 では、厚労省さん、お願いします。 

○富田大臣官房審議官（人材開発、雇用環境・均等担当） 高橋委員から、御指摘ありが

とうございます。 

 求職者支援制度につきましては、今回確かにシフト制労働者などで不安定な方が訓練に

来にくいという課題などがございまして、今回、出席要件を見直したりとか、短期間での

教育訓練も受けられるようにするというような特例措置を講じているところでございます。 

 それを恒久化するのかというようなことについては、２月12日付でパッケージを出した

ばかりで、これから進めるところでございますから、なかなか明確に明言できなくて恐縮

なのですけれども、その執行状況を見ながら、我々としても検証をしていく必要があるの

かなと思っております。 

 一般財源かどうかについては、私どもが財政当局に要求して今の形で認めていただいて

いるというようなものでございますので、どうするかについては、また先生方の御意見を

いただきながら、私どもだけではなくて政府全体で検討いただくことではないかとは申し

上げたいと思います。 

 以上でございます。 

○大槻座長 高橋さん、よろしいですか。 

 ありがとうございます。 

 では、島田さん、お願いします。 
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○島田専門委員 ありがとうございます。 

 フリーランスと労働者ということとの問題なのですけれども、厚労省さんのお立場とし

て、全体の政策として労働者という枠組みの中でおやりになっているのでやむを得ないの

かなという気もするのですが、今日の議論でも例えば人生100年時代と考えたときに、ある

ときは労働者かもしれないけれども、あるときはそうではないといういろいろな状況があ

ったのだけれども、しかしながら、トータルとしてこれは労働者ということでありますが、

職業能力開発促進法のあれでいけばキャリアデザイン、職業生活設計という、全体を見通

すという話になるわけです。 

 そうすると、実際は労働者という枠組みだけで考えていくということはもう限界が来て

いるのではないか。そういう問題意識の中で物を考えていったほうがいいのではないだろ

うか。その点、いろいろ大変だとは思うのですけれども、一歩を歩み出していただければ

というお願いでございます。 

○大槻座長 厚労省さん、何かコメントはございますでしょうか。 

○富田大臣官房審議官（人材開発、雇用環境・均等担当） 島田先生から非常に貴重な御

意見をいただいたと思っております。 

 先ほど高橋委員からも、厚生労働省がちょっと冷たいのではないかという御指摘をいた

だきましたけれども、私どもは実は「フリーランス・トラブル100番」という相談窓口を設

けておりまして、そこで私どもの所掌に限らず広く一般にフリーランスの方からお悩みと

か苦情とかを受け付けております。そのようなものがありますから、そのような状況を蓄

積して、もちろんこれは中企庁さんや公取さんとかとも協力しながらやっておりますので、

私どもで対応できないものは御相談しながら一緒にやっていく。私どもでできることは、

もちろん検討していくということは進めさせていただきたいと思います。 

○大槻座長 ありがとうございます。 

 続きまして、菅原さん、お願いします。 

○菅原委員 ありがとうございます。 

 島田先生の御意見に賛成です。雇用者やフリーランス等どのような雇用形態になろうが、

働き方に中立な制度が重要で、特に職業訓練やセーフティーネットに関してはイコールフ

ッティングで担保されていることにより、個人にとって様々な働き方を安心して選べます。

その辺、個人を起点に全ての制度を見直すことが重要だと思います。高度成長期などマー

ケットが拡大しある程度先行きの見通しがつき、一企業で一生働くという時代においては

教育訓練にしろ、源泉徴収なども典型的ですけれども、企業に任せたほうが合理的でした。

いわゆるVUCAの時代において企業も個人も次への投資が読み難い、ましてスピード感も必

要となるという意味では、個人の自己責任による教育訓練を少しずつ強化していくと同時

に、個人を起点とした制度設計をしていくことが重要と思います。また、資料１－２の２

ページ目の（１）と（２）がリンクした形で制度設計がされていないと、例えばリカレン

ト教育で何か資格を取りに行こう、何か勉強をしに行こうという時に、それが次の仕事に
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どう生かされるのか、どう結びつくのかというところのデザインが描けていないと、制度

があっても結局は効果が出てこない。各制度がシームレスにつながるメニューの提示が必

要と思いました。 

 給付金の話なのですが、基本的に企業が出しているお金なので、企業に給付されますが、

こうした制度設計の在り方を根本的に考え直して、できるだけ個人に直接給付が行き、個

人に選ばせるような仕組みをつくっていくほうがよいのではないかと思います。もちろん

出し手と受け手との関係があるので、すぐに見直すというのはなかなか難しいと思います

が見直しを検討してもよいのではと以前から思っています。 

 最後に、資料１－２の（３）に賛同、検討していくことは大賛成です。制度を根本的に

考え直す必要があるのではないかと思います。先ほどのプレゼンにもあったと思いますが、

現在の裁量労働制や高プロを前提にどう見直す、例えば裁量労働制を現行制度の枠組みで

職種拡大する発想では多分また同じような制度ができて、使われないで終わるのではない

かという懸念があります。個人的意見ですが、高度プロフェッショナル制度はメリットも

ありますが、労働基準法に定める労働時間規制の対象から除外することになっていますが、

そもそも労働基準法の枠組みでつくったことが本当に適切だったのかなと当時から思って

います。例えば労働契約法の枠組みで考えるような高いレベルの専門職を目指していたの

ではないかと。もう一度検討してはと思いましたのでコメントさせていただきました。 

○大槻座長 それでは、今の点につきまして、まず厚生労働省さんからコメント等をいた

だければと思います。 

○小林大臣官房審議官（労働条件政策、賃金担当） 最後の労働時間の点でございますけ

れども、いろいろ貴重な意見をありがとうございました。 

 まず、足元の話といたしましては、裁量労働制でございますけれども、2020年の骨太方

針で、実態を正確に把握した上で政府の在り方について検討するという扱いになってござ

いますので、これは今まさに調査の集計を行っているところでございます。まず実態を把

握するのが大事だと思っていますので、しっかりやっていきたいと思っています。実態を

把握して検討に移っていきますけれども、検討の方向性について今、特定の方向性を持っ

ているわけではないのですが、目的としては、労働者が裁量的・自律的に仕事を遂行でき

るという観点と、企業側が成果型の弾力的な労働時間管理、処遇ができるような制度を目

指すということは、認識は共有できるのではないかと思っております。 

 さらにその先の話につきましては、働き方改革関連法の中で検討規定がございまして、

まず施行状況を見ましょうということになっていまして、高度プロフェッショナルは働き

方関連法でまず制度の創設をしており、また、時間外労働の上限規制については順次施行

されていて、中小企業は施行をしてそんなに間がないという状況なので、まずこれらの施

行状況を見ながら、法施行後５年をめどに検討を行うこととなっていますので、そこでホ

ワイトカラーの働き方の見直しというのは非常に重要な論点だというのは共通認識なので、

そういう観点から、全体として検討していきたいと思っております。 
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 以上でございます。 

○達谷窟職業安定局高齢・障害者雇用開発審議官 雇用保険事業の関係についてでござい

ますが、まず、労働者への個人給付はおっしゃったようなところでございまして、雇用保

険に準ずるようなものにつきましては事業主の方が負担するという先生の御指摘のとおり

でございまして、その中で、各事業主の方がなさる雇用の安定のための事業についてお支

払いするのが原則というふうに今までやってきております。 

 ただ、今回、コロナの中で、休業手当が支払われない労働者の方に対して雇用調整助成

金の代わりに直接給付するというスタイルはつくっておりますが、あくまで雇用調整助成

金という事業主の支援がうまく行き渡らないという前提でやっているところでございまし

て、基本的には事業主の方が負担したお金については、事業主の取組をお助けしていくと

いう形が基本ではないかと考えてございます。 

○富田大臣官房審議官（人材開発、雇用環境・均等担当） 残りですけれども、菅原委員

から、個人にもっと着目すべきではないかという点がございまして、そこについては私ど

もも認識は共有させていただいているということですが、社会保険とかの各論になってく

ると、私どもは答える責任が持てませんので、御意見として承らせていただきたいと思い

ます。 

 それから、リカレントのところについては、シームレスにつながったメニューが必要で

はないかという御指摘がございました。先ほど私は体系化したものが必要ではないかと申

し上げましたが、その問題意識につながるものだと思いますので、御意見を踏まえまして、

私どもの理解ももう少し深めていきたいと思っております。 

○大槻座長 よろしいですか。 

 続きまして、水町さんからお願いします。 

○水町座長代理 ありがとうございます。 

 フリーランスのことについて、少しだけ補足してお話ししたいのですけれども、日本で

もコロナの下で大分フリーランスが増えてきたということがいろいろなことで言われてい

ますし、ヨーロッパ、アメリカでは日本よりももっとフリーランスが増えてきているとい

う中で、特にヨーロッパの中の議論で一番大切なのは、いろいろな課題がありますが、大

きく３つだけ挙げると、けがとか病気をした場合、労働者で言うと労災に対するケアと、

あとは仕事を失ったときの労働者で言う失業に対するケア、あとは教育訓練だと。やはり

フリーランスであっても技術革新とか生産性を上げるという重要な役割を担っているので、

この３つが重要な課題だと言われています。 

 今回日本では、フリーランス、労働者に当たる人は労働法の適用、それ以外の人は自営

業者ということで３月にガイドラインが出て、政策的には一段落したところなのですが、

労働者に当たったら労働者全部に適用する、そうではない場合には自営業者でやるという

議論ではなくて、外国では、いろいろな選択肢でどうやって現実的、社会的なネットワー

クを広げていこうかということを苦心してやっています。その３つのテーマが今のところ
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です。 

 １つは、例えばフランスなんかはもう自営業者に失業保険制度をつくろうと。労働者の

失業保険制度と同じにはできないので、別の失業保険制度をつくって、要件を満たす人に

保険料を出させて、失業した場合には給付を出すという制度をつくって、もう運用し始め

ていますし、あとは、例えば労災とか失業保険とか、労働者の制度ではなくて民間のこと

を利用する。ウーバーとかウーバーイーツでは、けがをしたときには民間保険を利用する

のだけれども、民間保険に加入するための費用をプラットフォームが負担するというやり

方でケアをちゃんとしてください。利益を上げているのであれば、その分ケアをしてくだ

さいという法律もできています。 

 あとは、企業行動憲章みたいなものです。いわゆるソフトローという意味ですが、それ

ぞれの中で、例えばコーポレートガバナンス・コードみたいな企業の行動の指針なり憲章

なりをつくって、我々はフリーランスについてこういうメニューを提供して契約をします

と。それを国が認可して、国から認可のマークをあげて、それを公表させることによって、

要はフリーランスの人がどこのプラットフォームと契約しようかという場合に、こういう

いい制度、メニューを整えているところと契約しようということで、マーケットによる選

択を促すという制度を取ったり、そういうものをいろいろなフリーランスの実態に合わせ

て政策的に組み合わせながら、より労働者と似ているところには似たような制度、違うと

ころには、違うけれども、こういうふうにしてセーフティーネットを広げようということ

が、実際にもう法制度化されて進められていろいろな試行錯誤をやっているところなので、

日本は取りあえず今回は労働者は労働者、労働者でなかったら自営業者ということで独禁

法等を適用するというように区分けをしましたが、その真ん中にある政策的な工夫という

のはいっぱいあるのです。 

 今みたいな制度を日本でつくろうとしたら、やはり厚労省のお仕事になると思うので、

これからガイドラインの次のステップとして、どういうふうに政策的なケアをするかとい

うときに、そういういろいろな政策的手段があるということをきちんと研究、勉強して、

日本でどういう制度があるのか。労働者に当たって、労働者の制度を全部義務的に適用す

る、自営業者ならば自営業者の独禁法を適用するということ以外の選択肢をなるべく早く

やったほうがいいと思います。検討して、実際につくるのは５年、10年後になるというこ

とだと、その間にどのように実態が変わってくるか分からないので、なるべく早く検討し

て、なるべく早く具体化するような計画をつくっていってもらえればなと思います。 

○大槻座長 厚労省さん、いかがですか。何かコメント、御回答等はございますでしょう

か。 

○富田大臣官房審議官（人材開発、雇用環境・均等担当） 一般論しかお答えできないの

ですけれども、水町先生からの貴重な御意見だと思います。実は厚労省で雇用類似の検討

会というものがございまして、水町先生にも委員になっていただいて、ほぼ同じ御提言を

いただいておりまして、私どもとして、水町先生の言葉は重く受け止めさせていただきた
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いと思います。 

○大槻座長 よろしいですか。 

 では、夏野さん、お願いします。 

○夏野委員 ２の（１）多様な働き手に対し、職業訓練とか教育訓練機会の提供というこ

とに関して、厚生労働省さんに質問とお願いがあるのですけれども、公的職業訓練という

のは、コロナ期間中、オンライン化は進んでいたのでしょうかというのが質問です。 

 お願いは、ものづくり系のリアルにやらなければいけないものは別として、そうでない

ものについては全部、基本オンラインでやって構わないようなものだと思うのですけれど

も、そういうことの検討とか計画はどういうふうになっているのでしょうかというのが質

問です。 

 もし、そういうことがまだ進んでいないようでしたら、早く対応していただきたいとい

うのがお願いです。 

 以上です。 

○大槻座長 厚労省さん、お願いします。 

○富田大臣官房審議官（人材開発、雇用環境・均等担当） 御指摘ありがとうございます。 

 訓練のオンライン化対応でございますけれども、公的職業訓練については昨年５月から

実施できるように措置しておりまして、求職者支援訓練は雇用保険の適用がない方を対象

にしているものですが、コロナ禍とか緊急性が高まったとかという背景がございまして、

本年２月に省令改正を行って、オンライン訓練を可能としたところでございます。今、手

元に導入状況等の数字はございませんけれども、このように、まだオンライン化を進めて

きているのが最近だということもありまして、これから進めていく必要があるかと思いま

すので、御指摘も踏まえて活用を推進していきたいと思っております。 

○夏野委員 オンライン化すると、費用というのは大分変わっていくと思うのです。つま

り、１人当たりの費用がすごく安くなるので、対象の範囲も拡大していくと思うのですけ

れども、そういった傾向とかは今までは見られないのでしょうか。 

○厚生労働省 そこまでの数字を今日は持ち合わせておりませんので、お答えすることは

難しいかと思います。また調べさせていただきます。 

○大槻座長 ありがとうございます。 

 島田さん、お願いします。 

○島田専門委員 先ほど労働時間について御回答いただきまして、ありがとうございまし

た。 

 今日、水町座長代理から御指摘のあった、先ほど座長からもあった包括的な議論という

ところは、私どもはこの前の段階から規制改革の中でずっと言ってきていて、今の議論の

進め方は、先ほど伺ってもどうしても裁量労働制は裁量労働制、また、高度プロフェッシ

ョナルの見直しというふうにやっていくと、全体としてのホワイトカラーの働き方、ある

いは時間にとらわれない働き方という全体像の中で検討することがどこかに行ってしまう
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というのがこれまでだったのではないかと思うので、ぜひとも包括的な議論というところ

を重く受け止めていただけると大変ありがたいなということでございます。 

○大槻座長 厚労省さんからコメントはございますでしょうか。 

○小林大臣官房審議官（労働条件政策、賃金担当） どうもありがとうございました。 

 先ほどの繰り返しになりますけれども、ホワイトカラーの在り方の見直し、全般的に重

要な論点だと思っていますので、いろいろな観点から検討は行っていきたいと思っており

ます。 

 ただ、まず働き方改革関連法の施行状況を踏まえながらということでやらせていただき

たいということでございます。 

○大槻座長 では、高橋さん、お願いします。 

○高橋議長代理 厚労省さんに２点質問させていただきます。 

 １点目はジョブカードなのですけれども、あまり使われていないのではないかと思うの

ですが、企業、働き手の両方から評価されるような仕組みにするように改善が必要ではな

いかと思いますけれども、ジョブカードについてどうお考えで、何か改善策を考えておら

れるのか。これが１点目です。 

 ２点目については、前回も今回も在職型出向ということについて具体的な提言が出てい

るわけですけれども、これについて、あるいは取組の経験を生かしていくというようなこ

とについて、厚労省としてどのような方策を考えておられるのか。 

 以上２点です。 

○大槻座長 厚労省さん、お願いします。 

○富田大臣官房審議官（人材開発、雇用環境・均等担当） ジョブカードの点について、

私のほうから御回答させていただきます。 

 御意見ありがとうございます。 

 ジョブカードにつきましては、現状に課題に関する利用者ヒアリング調査などを行って

おりまして、どこに課題があるのかを私どもが分析して、記入が難しいということもござ

いますので、オンライン上でジョブカードを登録、更新できるような作成支援サイトを構

築するということを現在予定しておりまして、利用の継続性の向上を図るということを令

和３年度、システム開発に着手したということでございます。 

 その他、ジョブカードはいろいろな場面で活用できるということを私どもは考えており

まして、これからキャリアカウンセリングとか、コンサルティングとかということも重要

で、そこで必ずしもジョブカードが活用されてこなかったということでございますから、

そういったものに使えるのではないかとか、いろいろな場面を想定して活用を促していき

たいと考えております。 

○達谷窟職業安定局高齢・障害者雇用開発審議官 御質問いただきましてありがとうござ

います。私のほうから、在籍型出向につきまして御回答させていただきます。 

 本日の御提言の中の２の（２）の②のところで、在籍型出向について御提言いただいて
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ございます。 

 まず、私どもは在籍型出向にどう取り組んでいるかということについて御説明させてい

ただきたいと思います。 

 まず、新型コロナウイルスが雇用情勢に非常に影響を与えているという中で、私どもは

まずは雇用の維持ということで、雇用調整助成金をかつてない助成率、助成額を設定いた

しまして、強力に雇用の維持について御支援してきたところでございます。 

 一方で、このコロナが長引く中で、雇用調整助成金といいますとやはり休業が中心とな

って雇用を維持するということでございますので、あまり休業が長くなるということでご

ざいますと、働く人のモチベーションの問題とか、あるいは新しい産業などへの労働移動

を阻害するのではないかという御指摘もあるところでございまして、休業による雇用維持

だけではなくて、在籍型出向というものを活用した雇用維持について、こちらも広く支援

していこうということでございます。 

 そういうところから、第３次補正で大きく３つ予算関係で措置してございまして、１つ

は産業雇用安定助成金という新しい在籍型出向のための助成金、これは出向元と出向先双

方を助成するものでございますが、そういう助成金を創設したところでございます。これ

が１つ目でございます。 

 ２つ目は、産業雇用安定センターという団体がございまして、そちらの団体のマッチン

グ支援の体制の強化もやらせていただいてございます。 

 大きく３点目といたしましては、やはりこれは地域でしっかりネットワークをつくって、

在籍型出向を進めていこうということで、全国と47都道府県で在籍型出向等支援協議会と

いうものを設けまして、労使団体とか関係省庁あるいは関係団体に御参加いただいてネッ

トワークの構築をしていこうということで、繰り返しになりますが、在籍型出向を活用し

た雇用維持について、しっかり支援していこうというのが、今の在籍型出向に対する私ど

もの考え方でございます。 

 その上で、コロナ禍の中で、今後、在籍型出向を進めていく中で、事例の収集・共有等

をやっていこうということで、先ほど申しました全国と地域でつくる協議会の中で事例の

収集等を図っていきたいと思っておりまして、今回御提言をいただいております例えばキ

ャリア形成とか能力開発の強化も在籍型出向の中で出てくるのではないかと考えてござい

ます。在籍型出向による効果もあるのではないかということを考えてございますので、そ

の効果の調査、把握について、今後対応してまいりたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

○大槻座長 よろしいでしょうか。 

 それでは、宇佐川さん。ここまでで質疑のほうは最終にしたいと思います。 

○宇佐川専門委員 宇佐川です。説明ありがとうございました。 

 １点だけ御質問させていただきたいのですけれども、今回、いわゆる求職者支援であっ

たり給付金対象になっている各種リカレント用の講座があると思うのですけれども、そう
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いった講座をそもそも企業が買いたいと思うというか、質の高い賃金、質の高い仕事への

キャリアアップにつながる講座選定基準になっているのかどうかというのが知りたくて、

厚労省さんにどのような選定基準でこういう講座設定がされているのか。企業側の買いた

いというニーズがちゃんと満たせるような仕組みになっているのかを知りたかったという

こと。 

 あと、水町先生が御存じかなと思っているのですが、海外で、この講座を受けると企業

でいい質の仕事に就けますよといった仕組みがうまく回っているようなものがあれば、ぜ

ひ教えていただきたいと思います。 

○大槻座長 では、まず厚労省さんからお願いします。 

○富田大臣官房審議官（人材開発、雇用環境・均等担当） 御質問ありがとうございます。 

 求職者支援訓練などについて、認定講座の話だと思うのですけれども、具体的な選定基

準は今手元にございませんので漏れがあるかもしれませんが、私どもの認識としましては、

やはり重要なのは就職に結びつくかどうかという観点でございまして、そういう意味で、

就職に結びついた実績があるというところの訓練を基本的に対象とするというのが一般的

な考え方でございます。 

 企業がキャリアアップにつながるよという観点からの選定かというと、詳細を見てみな

いと、そういう観点を踏まえたかどうかについてにわかにお答えすることはできないので、

調べさせていただきます。 

○宇佐川専門委員 ありがとうございます。 

 今後も質が高いというか、成長産業に促そうと思うと、もしかすると実績がないけれど

も重要な講座があるのかもという感想を持たせていただきました。そういったものも拾い

上げられるような産業側からのニーズヒアリングができればいいなと思っています。 

 ありがとうございます。 

○大槻座長 では、水町さん、いかがですか。海外の仕組みでうまい具合にいっているも

のがあれば。 

○水町座長代理 前回、山田さんからのお話もありましたように、今、手元に数字がある

わけではないのですが、基本的に労使が主体になって現場に近いところで、次の異動先を

視野に入れながら行う訓練が実効性が高いという話は伺っています。 

○宇佐川専門委員 ありがとうございます。 

○大槻座長 ありがとございます。 

 今のは、労使が主体になるが、政府の絡み方というのはその場合どのような形なのです

か。 

○水町座長代理 私が理解しているところでは、労使が基本的にお金を持ち合って、ファ

ンドみたいなものをつくって、労使が主体となって次に動かしてあげるというような制度。

１つの企業だけではできないので、労使団体がお金を持ち寄って、主体的に次に移してあ

げるということで、失業も避けられるし、解雇も避けられるという制度を労使がつくって
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いる。 

○大槻座長 そうすると、民間ということですね。ありがとうございます。 

 それでは、時間となりましたので、議論についてはここまでにしたいと思います。 

 厚生労働省さんにおいては、本日の議論と先日の３月26日の議論とを踏まえまして、今

後、私どもワーキングについても対応方針などについてスケジュール等を明確化の上、御

説明、御回答をいただきたいと考えております。 

 厚生労働省さんにおいては、御退室をいただければと思います。 

 本日はありがとうございました。 

（厚生労働省退室） 

○大槻座長 続きまして、議題２の「規制改革ホットライン処理方針について」に移りた

いと思います。 

 こちらについては、事務局から御説明をお願いします。 

○赤坂企画官 事務局でございます。 

 続きまして、今回、令和２年９月23日から11月27日までに規制改革ホットラインに提出

された雇用・人づくりに関する提案につきまして、各省庁より回答を得た後、資料２のと

おり処理方針案を作成しております。 

 本日、こちらの方針案につきまして、本ワーキング・グループにおいて御決定をいただ

きたいと考えております。 

 なお、係るホットラインの処理方針につきましては、従前、事務局よりメールにて委員、

専門委員の皆様に御確認をいただいております。こちらについて特段御意見等はいただか

なかったということもありまして、お手元の案につきましては、事前に送付したものから

変更は加えておらず、当初どおりのものとなっております。 

 よろしくお願いいたします。 

○大槻座長 ありがとうございました。 

 今の御説明及び資料２の規制改革ホットライン処理方針について、何かございますでし

ょうか。よろしいですか。 

 それでは、規制改革ホットラインの処理方針については、資料２のとおり決定したいと

思います。 

 これをもちまして、本日の議事は全て終了いたしましたので、会議終了としたいと思い

ます。 

 次回のワーキングの日程については、追って事務局より御連絡したいと思います。 

 本日はありがとうございました。 

  

 

 


